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   Ａ６３Ｈ  33/10     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ａ６３Ｈ   33/10     　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月19日(2017.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組立プレート（１）を位置決めするための少なくとも一つの位置決めポケット（２１Ａ
、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）を備える組立キット（Ｂ）のための位置決め要素（２）であ
って、前記位置決めポケット（２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）は、仮想の三次元座標
系の原点（０）から面内に延在し、前記組立プレート（１）を保持するための互いの距離
（ｂ）を有して相互作用して向かい合う二つの保持手段（２０Ａ、２０Ｂ）を備え、前記
位置決めポケット（２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）は、さらに、前記原点（０）から
延在する２つの直交する端部を備え、前記端部は、それぞれ、前記向かい合う二つの保持
手段（２０Ａ、２０Ｂ）の間の仕切壁（２３）または側壁（２３Ａ、２３Ｂ）を備え、前
記仕切壁（２３）または前記側壁（２３Ａ、２３Ｂ）は、それぞれ、前記組立プレート（
１）が前記位置決めポケット（２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）の中に設置された時に
、前記組立プレート（１）のための支持具を形成する、位置決め要素（２）において、
　前記保持手段（２０Ａ、２０Ｂ）は、仮想の正方形面の原点（０）から延在する仮想の
対角線（ｄ）の両側に左右対称に配置され、加えて前記組立プレートのその固定のための
固定手段（１０）と相互作用するよう配置される二つの固定手段（２４）を備えることを
特徴とする、位置決め要素（２）。
【請求項２】
　少なくとも二つの位置決めポケット（２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）を備え、前記
直交接続（２３）は二つの位置決めポケット（２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）の間に
仕切壁（２３）を形成し、その間の接続手段を備えることを特徴とする、請求項１に記載
の位置決め要素（２）。
【請求項３】
　前記距離（ｂ）は、約１ｍｍから２０ｍｍの範囲であり、より好ましくは２ｍｍから１
５ｍｍであり、最も好ましくは３ｍｍから８ｍｍであることを特徴とする、請求項１に記
載の位置決め要素（２）。
【請求項４】
　前記固定手段（２４）は、好ましくは、前記位置決めプレート（２０Ａ、２０Ｂ）に互
いに向かい合って配置される貫通孔（２４）を備え、前記貫通孔（２４）の中心は、前記
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座標系の座標軸（Ｘ、Ｙ、Ｚ）のいずれかから、角度１５度から３０度および／または６
０度から７５度、好ましくは２２．５度および／または６７．５度で配置され、固定手段
（２５）と相互作用するよう配置される、請求項５に記載の位置決め要素（２）。
【請求項５】
　前記位置決めプレート（２０Ａ、２０Ｂ）の厚さ（ｔ）は、約１ｍｍから２０ｍｍであ
り、より好ましくは２ｍｍから１５ｍｍであり、最も好ましくは３ｍｍから６ｍｍである
ことを特徴とする、請求項１に記載の位置決め要素（２）。
【請求項６】
　前記位置決めプレート（２０Ａ、２０Ｂ）の辺の長さ（ｌ）は、約２０ｍｍから１５０
ｍｍの範囲であり、より好ましくは４０ｍｍから１００ｍｍであり、最も好ましくは７０
ｍｍから９０ｍｍであることを特徴とする、請求項１に記載の位置決め要素（２）。
【請求項７】
　前記仕切壁（２３）は、前記位置決めプレート（２０Ａ、２０Ｂ）の辺の長さ（ｌ）の
少なくとも半分に沿って、好ましくは前記辺の長さ（ｌ）の全長に沿って延在することを
特徴とする、請求項１に記載の位置決め要素（２）。
【請求項８】
　少なくとも一つの追加の仕切壁（２３）を介して、前記二つの位置決めポケット（２１
Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）のいずれかに接続される追加の位置決めポケット（２１Ａ
、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）を備えることを特徴とする、請求項２に記載の位置決め要素
（２）。
【請求項９】
　前記仕切壁（２３）は、空間中の少なくとも二つの任意の面内の前記位置ポケット（２
１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）の間の所望の角度を許容することを特徴とする、請求項
２に記載の位置決め要素（２）。
【請求項１０】
　組立プレート（１）を請求項１に記載の位置決め要素（２）の位置決めポケット（２１
Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）に位置決めするための少なくとも一つの角（ｈ２）を備え
る組立キット（Ｂ）のための組立プレート（１）であって、
　その角（ｈ２）は、少なくとも前記位置決めポケット（２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１
Ｄ）の延長を備える平らな延長を有し、前記角（ｈ２）は仮想の三次元座標系の原点（０
）から始まり、正方形面に係る仮想の対角線（ｄ）に対して約４５度から９０度の角度（
ｖ２）を有し、その対角線（ｄ）は原点（０）から延在し、前記組立プレートは前記位置
決め要素（２）の固定手段（２４）と相互作用するよう配置される少なくとも一つの固定
手段（１０）を備える、組立プレート（１）において、
　前記固定手段（２０）は、前記仮想の対角線（ｄ）のそばに配置されることを特徴とす
る、組立プレート（１）。
【請求項１１】
　前記位置決め手段（ｌ０）の中心は、前記座標系の前記座標軸（Ｘ、Ｙ、Ｚ）のいずれ
かから角度１５度から３０度および／または６０度から７５度、好ましくは２２．５度お
よび／または６７．５度で配置されることを特徴とする、請求項１０に記載の組立プレー
ト（１）。
【請求項１２】
　前記固定手段（１０）は、固定手段（２５）と相互作用するよう配置されることを特徴
とする、請求項１０または請求項１１に記載の組立プレート（１）。
【請求項１３】
　厚さ（Ｔ）が、約１ｍｍから２０ｍｍの範囲であり、より好ましくは２ｍｍから１５ｍ
ｍであり、最も好ましくは３ｍｍから６ｍｍであることを特徴とする、請求項１０から請
求項１２のいずれか一項に記載の組立プレート（１）。
【請求項１４】
　長さ（Ｌ）が、約１０ｃｍから１００ｃｍの範囲であり、より好ましくは２０ｃｍから
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６０ｃｍであり、最も好ましくは３０ｃｍであることを特徴とする、請求項１０から請求
項１３のいずれか一項に記載の組立プレート（１）。
【請求項１５】
　高さ（Ｈ）が、約１０ｃｍから１００ｃｍの範囲であり、より好ましくは２０ｃｍから
６０ｃｍであり、最も好ましくは３０ｃｍであることを特徴とする、請求項１０から請求
項１４のいずれか一項に記載の組立プレート（１）。
【請求項１６】
　請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の位置決め要素（２）と請求項１０から請
求項１５のいずれか一項に記載の組立プレート（１）とを備えることを特徴とする、組立
キット（Ｂ）。
【請求項１７】
　前記組立プレート（１）の角（ｈ２）は、前記位置決め要素（２）の位置決めポケット
（２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）に挿入してもよく、前記組立プレート（１）の前記
角（ｈ２）及び前記位置決めポケット（２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ、２１Ｄ）は、三次元座
標系の同じ面内に延在し、前記座標系の同じ原点（０）を共有することを特徴とする、請
求項１６に記載の組立キット（Ｂ）。
【請求項１８】
　前記位置決め要素（２）の前記固定手段（２４）および前記組立プレート（１）に配置
される前記固定手段（１０）は、相互の固定のために互いに相互作用するよう配置される
ことを特徴とする、請求項１６から請求項１７のいずれか一項に記載の組立キット（Ｂ）
。
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